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【担当課】 

第５章 環境と調和した地域づくり  

３．環境を活かした地域づくり 

⑶ 環境影響への配慮 

 ① 大規模開発における環境影響の回避・低減（開発協議制度や環境影響評価制度の適切な運用） 
 

⑴ 事業目的 

① 環境影響評価制度【環境政策課】 

  環境影響評価（環境アセスメントは、環境に著しい影響を与えるおそれのある事業（道路、ダ

ム事業など）の実施前に環境への影響について調査、予測又は評価を行い、環境の保全について

配慮するものです。 

   環境影響評価の推進は、開発事業等による環境への悪影響を未然に防止し、持続可能な社会

を構築していくために極めて重要です。 

   国においては、平成９年に「環境影響評価法」が公布され、平成11年から全面施行されまし

たが、施行後の状況の変化や施行を通じて明らかとなった課題等に対応するため、平成23年４

月に法改正が行われ、平成25年４月１日に全面施行されました。 

  本県においては、平成９年に制定された「島根県環境基本条例」において環境影響評価の推進

が定められたことを契機として、平成11年に「島根県環境影響評価条例」を制定し、法の対象規

模未満で一定規模の事業等について環境影響評価を義務付けました。島根県環境影響評価条例

に基づく環境影響評価の手続きの流れについては、資料編：表１のとおりです。 

② 開発協議制度【用地対策課】 

   面積１ha以上の開発を行う事業については、「島根県土地利用対策要綱」に基づく、事前の開

発協議制度を設けています。これは、災害等の防止や自然環境の保全を図りながら、適正な開

発を確保することを目的として、開発の実施に際して必要な手続きや留意すべき事項等を取り

まとめ、開発事業者にお知らせするものです。 

    

⑵  取組状況 

① 環境影響評価制度【環境政策課】 

   本県において、令和４年度に環境影響評価手続きにおける知事意見を述べた事業は３件で、

詳細については資料編： 表２のとおりです。 

②  開発協議制度【用地対策課】 

   令和４年度の件数は14件で、過去10年間の内訳は、資料編：表３のとおりです。 

   なお、国・地方公共団体・公社等が行う公共事業等については、「公共事業等に関する連絡調

整要綱」に基く連絡調整事業は５件でした。 

 

 

 

 

 

所属名 問い合わせ先 

（主）環境政策課 

用地対策課 

0852-22-6379 

0852-22-5896 


